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会員企業の経営・ビジネス支援強化

・ビジネス交流会の地域展開

市内各地域における商工業者のビジネスチャンス拡

大と事業の地域展開を進めるため、市内４カ所におい

てビジネス交流会を開催した。平野支部を基点にした

「地域ビジネス交流会」、淀川支部・東淀川支部・西

淀川支部を基点にした「３支部合同ビジネス交流会」、

阿倍野支部・生野支部・天王寺東成支部を基点にした

「３支部合同ビジネス交流会」、北支部・都島旭支部

・福島此花支部を基点にした「北区・都島区・福島区

ビジネス交流会」には、合計２７８人の商工業者が集い、

活発にビジネス交流を行なった。

・買いまっせ！売れ筋商品発掘市の開催

大手小売業と中堅・中小企業（製造業、卸売業な

ど）との新規取引促進を目的に、百貨店やスーパー、

ホームセンターなどの仕入・購買担当者がブース参加

し、中堅・中小企業の来場者が取扱商品を参加者に売

り込む「逆見本市」形式の商談会で、本年度は、調達分

野を雑貨、住、用度品に限った「限定型」と「総合型」

を各１回開催した。２回合わせて延べ５９社の参加企業

に対し、同１，３３６社１，７１３人が全国から来場した。

自慢の商品をバイヤーに売り込み

・大阪新土産研究交流会

大阪の新たな土産を開発し事業化するための実践的

研究交流会として、学識者や生産者を委員として平成

１４年３月に設置した「大阪新土産研究交流会」（座長：

堀川紀年・阪南大学副学長）は、本年度も引き続き活

動した。第１期（平成１４年３月から８月）は土産のあ

り方・考え方や新土産の方向性について、第２期（同

９月から１５年３月）は新土産を生み出す仕組みと仕掛

けづくりの具体的戦略について議論・検討し、報告書

をとりまとめた。

・大商ビジネス・リンクの開催

中小企業の持つ経営上の強み・弱みを科学的に分析

し、相性のよい企業同士を組み合わせて、短期間で新

事業の立案・立ち上げを目指す「大商ビジネス・リン

ク」を９月２６日から３月２６日まで計１０回開催した。参

加企業７社が相互に連携し合い、６プロジェクトを立

案、実現に向けて活動した。３月２６日に開催した「大

商ビジネス・リンク成果発表会」では、参加企業から

水質浄化システムや木造高層ビル建築事業などのプロ

ジェクトの発表が行なわれた。

・「大商コンソーシア」シンポジウムの開催

中小企業の連携・提携によって新事業の立上げ促進

を目指す事業「大商コンソーシア」を実施するにあた

り、同事業の趣旨と企業間連携の意義を幅広く周知す

るシンポジウムを１１月７日に開催した。沖田耕三・大

阪産業大学客員教授の基調講演のほか、斎藤修一・日

本経済新聞社大阪支社編集局次長をコーディネータに

パネルディスカッションを開催し、企業経営者ら２００

人が参加した。

・ビジネスシヨウ２００２OSAKA「大阪商工会議

所コーナー」の設置

６月１２日から１４日に開催された同シヨウで会員の中

堅・中小企業、ベンチャー企業の販促活動・ＰＲ活動
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を支援するため、割安な価格で出展できる「大阪商工

会議所コーナー」を設置し、１５社が出展した。なお、

同シヨウの全出展数は１５４社で、会期中の総入場者は

１６８，５００人であった。

にぎわう大商コーナー

会員ニーズに即した情報の提供

・広報媒体の見直しと広報機能の強化

本会議所の事業活動をタイムリーに広報するととも

に、会員に役立つ経営情報などを提供するため、機関

紙「大商ニュース」を月３回、年３１回発行した。また、

機関誌「チェンバー」を年４回発行し、会員企業の経

営改善などに役立つ最新情報を提供した。

なお、大阪工業会との統合を控え、紙媒体の見直し

を検討した結果、「チェンバー」を本年度で廃刊し、平

成１５年４月から新「大商ニュース」として、紙面の充

実とビジュアル化などを行い、月２回、６ページだて

で発行することになった。

一方、紙媒体を補完する電子媒体として、本会議所

主催のセミナー・イベントの紹介などを掲載した「大

商メールマガジン」を毎週水曜日に発行した。また、

ホームページによる情報提供機能を強化するため３月

末に全面的にリニューアルした。

・ホームページを活用した会員企業の紹介

会員企業の情報発信を支援するため、本会議所ホー

ムページ内にリンク集Members Linksを開設している。

掲載は企業名５０音順、新着・更新順に整理され、本会

議所ホームページ経由による会員企業ホームページの

露出度向上を図っている。

登録掲載は会員企業がインターネットからアクセス

し、ブラウザを利用できる環境があれば、本会議所ホ

ームページから直接情報を入力することが可能。

掲載会員企業は本年度末で８６９社に達した。

・部会による各種事業

各部会では、部会員を対象とする情報提供に加え、

部会員外・一般を対象とする活動を行った。

貿易部会は１０月２８日に「中国問題講演会」、３月１０

日に「公的支援を活用して海外ビジネスに成功する

法」を開催。１０月４日には金属、機械、化学・エネル

ギー、情報・通信、金融の５部会が「バイオビジネス

セミナー」を、１２月１１日には金属、機械、化学・エネ

ルギーの３部会が「物質・材料研究機構最新成果活用

セミナー」を、合同で開催した。また、サービス産業

部会が９月１２日に開催した「シンポジウム・なぜ下が

らない固定資産税！」は同税のあり方に問題を提起、

情報通信部会が９月２７日、１１月２６日に開催した「ビジ

ネス・キャラバン」は同部会員が特定業種向けに企業

内IT化を提案し業種間ビジネス交流を図った。さらに

小売部会は、関係団体・企業の協力を得て「あきない

楽市」を開催した。

・商工図書館の運営

本年度来館閲覧者は１万５，１２８人、１日平均６９人、利

用冊数（開架資料の閲覧は除く）は８，３５５冊、１日平均

３８冊、日経ニューステレコンなどオンラインによる情

報代行検索サービス利用件数は２３７件であった。

なお、大阪工業会との統合を契機に、商工図書館の

機能について検討が行われ、中小企業振興部経営相談

室との統合が第４回常議員会で正式に決定された。こ
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れをうけ同館は、本年度をもっていったん閉館し、利

用の多い業界団体名簿、会社年鑑、信用録、業界新聞

などの閲覧は、中小企業振興部経営相談室で引き続き

行うことになった。

福利厚生など各種会員サービスの充実

・商工会議所「CLUB CCI」事業の実施

従業員数に応じて会費を徴収し、同事業の会員とな

った企業の従業員などに対して幅広い福利厚生サービ

スを割安な価格で提供する、アウトソーシング型の福

利厚生事業で、会員企業の福利厚生制度の充実と合理

化を支援した。

企業の予算とニーズにあわせて選択可能なＡ・Ｂ２

種類の加入スタイルがあり、本年度末の会員数は、Ａ

スタイル１，６９７人（１１４事業所）、Ｂスタイル２３９人（１５

事業所）。

なお、前年度に引き続き「カフェテリアクラブ・ひ

まわり」と業務提携し、会員企業に対する福利厚生制

度の一層の充実をはかった。

・健康関連サービス事業の実施

会員サービスの一環として、以下の各機関と提携し、

各種健康診断を実施した（カッコ内は健診の種類）。

日本労働文化協会大阪健診センター（定期検診など）

受診者７，７３１人。崇孝会長堀分院（定期検診など）同

８，３４５人。杏澪会大谷クリニック（半日人間ドック）同

１４０人。大腸がん検診治療研究所（便潜血反応検査）同

２９４人。大阪脳神経外科病院（脳ドック）同２２人。みど

り健康管理センター（生活習慣病検診など）同３８人。

淀川キリスト教病院健康管理増進センター（１泊２日

人間ドックなど）同２２人。

・各種共済事業の普及

＜生命共済制度＞
会員および特定商工業者の事業主、役員、従業員を

対象とする生命共済制度（死亡、障害入院保障のため

の１年更新の団体定期保険）は、長引く景気低迷によ

る企業業績の悪化などにより、加入事業所数および加

入者数ともに減少した。なお、同制度の普及促進を図

るため、５月から６月、９月から１０月および２月の計

３回、キャンペーンを実施した。 本年度末現在、加入

事業所数８，０５２事業所、加入者数４万２，９５６人、保有口

数３０万４，８１２口で、１事業所あたりの平均加入者数は

５．３人、平均加入口数は３７．９口であった。

＜特定退職金共済制度＞
大阪市内の事業所に雇用されている従業員の退職金

を計画的に積み立てる特定退職金共済制度は、本年度

末現在、加入事業所数６，５９５事業所、加入者数６万１，０５９

人、保有口数３２万７，０６５口、１事業所あたりの平均加入

者数は９．３人であった。

＜個人年金共済制度＞
高齢化社会の到来に対応し、老後の所得保障を目的

とした個人年金共済制度は、本年度末現在、加入者数

１万７，９７１人、保有口数月払２１万５，９１０口（１口１，０００円）、

半年払６，４９５口（１口１万円）、一時払６万３，１６３口（１

口１０万円）であった。

・所得補償共済制度の実施

「大阪府商工会議所連合会所得補償共済制度」は病

気やけがで就業不能となった会員企業の経営者または

従業員に、保険金と見舞金を支払うもので、団体割引

と優良割引の適用により掛金が割安な水準に設定され

ている。任意で障害特約や個人賠償責任特約が付帯可

能。加入者は本年度末現在で１，６５７人（うち本会議所扱

い１，４８０人）である。

・がん保険制度の普及

本会議所がアメリカンファミリー生命保険会社と集

団取扱契約を結ぶことにより、会員企業の事業主、従

業員やその家族が、割安な保険料で「がん保険」に加

入できるもの。任意で「特約MAX２１」「特約ワイド」
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「ケガの特約」の付帯も可能。本年度末現在の加入者

数は１，９４５人である。

・PL団体保険制度の普及

会員企業の製造物責任（PL）に対応するため、中小

企業向け「中小企業PL保険制度」と中堅・大企業向け

「全国商工会議所PL団体保険制度」ならびに海外での

PLリスクに対応する「海外PL保険」の普及をはかった。

これらの保険は、中小企業向けの料率の適用などによ

り、保険料が企業にとって加入しやすい割安な水準に

設定されている。本会議所の取扱い件数は、本年度末

現在で中小企業PL保険制度２，１３７件、全国商工会議所

PL団体保険制度３件、海外PL保険制度６件である。

企業経営のサポート強化

・小企業等経営改善資金融資の推薦

小企業等経営改善資金融資（マルケイ）の推薦実績

は、１，９０９件、７６億２，９５０万円で、前年度に比べて件数

は１１．７％減、金額も１２．８％減少した。

実額の推移をみると、件数は、制度発足以来二番目、

金額は、四番目に低い水準にとどまった。この要因と

しては、�長期化する不況の影響で、売上の減少・価
格の低下に歯止めがかからず、小規模企業の体力の疲

弊が進み、資金需要が一層弱含みになっていること、

�新たな借入をしても返済財源が生まれてくる見通し
がたたないといった不安感から、借入に対して慎重に

なる「借り控え」が引き続きみられることなどがあげ

られる。

マル経融資推薦実績

項 目 １４年度計 前年度比

推薦件数 合 計 １，９０９ ▲１１．７％

推薦金額 合 計

（千円） ７，６２９，５００ ▲１２．８％

推薦単価（千円） ３，９９７ ▲１．２％

内 訳

�使途別（千円）
運転資金

設備資金

６，６５２，１００

９７７，４００

▲１１．７％

▲１９．７％

�業態別（件数）
個 人

法 人

７６９

１，１４０

▲１０．３％

▲１２．６％

�業種別（件数）
商業・サービス

製造業その他

１，１３８

７７１

▲１０．１％

▲１４．０％

・経営相談・指導業務の充実

経営指導員が小規模企業に対する経営相談・指導に

あたった。件数は、巡回指導が１万６，１３３件、窓口相談

が１万８，８８７件となった。その内容は、金融、経営革新、

税務、情報化など多岐にわたっているが、金融に関す

る内容が１万４，５５８件と最も多く、全体の４１．６％を占め

た。次いで経営革新が６，３５０件、１８．１％と多い。

経営相談・指導件数

巡 回 窓 口 計

金 融 ４，００５ １０，５５３ １４，５５８

経営革新 ４，３７７ １，９７３ ６，３５０

税 務 ２１０ ４３５ ６４５

情 報 化 ４３３ １３０ ５６３

経営一般 ２２６ ３００ ５２６

取 引 １３０ １６３ ２９３

労 働 ７８ １６６ ２４４

環境対策 ９０ ３７ １２７

そ の 他 ６，５８４ ５，１３０ １１，７１４

計 １６，１３３ １８，８８７ ３５，０２０
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・経営改善講習会の開催

本年度は標記講習会を年間で６０１回開催し、受講者

総数は９，０１２人であった。新入社員教育、簿記、労務、

融資・助成金活用、経営戦略、パソコン操作、ホーム

ページ作成など実務に役立つ講座を中心に内容の充実

を図った。

経営改善講習会開催状況

回 数 受講者数

経営革新 ５６ ９１８

経営一般 ４１ ７３５

情報化 １２０ １，５２７

金 融 １９ ４３０

税 務 ２９４ ４，０９４

労 働 ５７ １，０３５

取 引 ０ ０

環境対策 ０ ０

その他 １４ ２７３

計 ６０１ ９，０１２

・記帳継続指導の実施

小規模事業者の正しい記帳を通じての経営改善を促

すため、本年度は記帳専任職員５人と記帳指導員２６人

あわせて３１人が市内８９３事業所に対して、延べ４，０２９回

（１事業所平均４．５回）にわたり、記帳の仕方を指導し

た。

・倒産防止特別相談事業の実施

中小企業の倒産防止のため経営安定特別相談室を設

け、商工調停士の有光聿郎氏、和田亮介氏を中心に、

特別相談事業を実施し、２０社の相談があった。

また、同事業の普及と中小企業者の経営安定を図る

ため経営安定セミナーを３回開催。述べ３１２人の参加

者を得た。

・専門相談・商工取引相談の実施

＜専門相談＞
経営相談室と１５支部に専門家を置いて専門相談を行

った。

経営相談室では、法律、特許・商標・意匠、独禁法・

景品表示法・下請法、貿易実務、入国管理、税務・経

営、労務、技術、マーケティングについて、１，４５４件の

相談を受けた。

また支部では、商工業、税務・経営、労務について、

４，７３６件の相談を受けた。

＜商工取引相談＞
商工取引相談の件数は１，８４５件で、メーカー、商社、

問屋などの業者の照会が多い。大半が仕入れ先の

照会だが、そのほか、アイデアの売り込み、製品の新

規外注・加工先の依頼、商品の販路開拓先などの相談

もみられた。

また、取引相談は、大阪市内・市外をはじめ、日本

全国の各地域より寄せられ、さらに海外では中国、韓

国、台湾など東南アジア諸国・地域からの照会もあっ

た。

・エキスパートバンクの運営

大阪府下の小規模企業の要請に応じて、エキスパー

トを無料で派遣し、技術あるいは経営上の問題点を改

善する制度である。

本年度の派遣先は６０事業所であった。

派遣は１事業所につき１回のみで、２回以上の派遣

を希望する場合は大阪中央地域中小企業支援センター

へ引き継いだ。

派遣先の業種はサービス業が１６事業所、製造業が１５

事業所、卸売業が１０事業所、小売業及びホテル業が各

７事業所、建設業が５事業所であった。

また相談分野別ではＩＴ関連が２０件、労務関係１９件、

経営革新７件、マーケティング６件、工業関係３件、

その他５件であった。
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・中小企業倒産防止共済制度の普及

取引先の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連

鎖倒産するなどの事態を防止し、経営の安定を図るた

めの共済制度。新規加入者数は４３件で、前年に比べ

７．５％増加した。

一方、９月以降の倒産件数減少に伴ない、共済金の

貸付請求件数は２００件（対前年比３１．７％減）、貸付金額

は１３億８，７００万円（同３６．３％減）に止まった。

・小規模企業共済制度の普及

小規模企業の事業主および会社役員のための退職金

制度。本年度の加入者は２０１件で、前年度に比べて

４３．６％増加した。この結果、昭和４９年１２月の取扱い開

始以来の加入累計は２万０２７４件となった。

・中小企業再生支援協議会の設置

企業再生を目指す中小企業者の支援のため、平成１５

年２月に中小企業再生支援協議会を設け、支援業務責

任者の礒川正明弁護士、窓口専門家の立田博久税理士

の専門家を中心に、相談事業を開始した。

・中小企業振興月間事業の実施

経営改善普及事業の一層の普及・浸透を図るため、

１０月に中小企業振興月間事業を実施した。

期間中は経営改善講習会を各支部において集中的に

開催したほか、各種の施策普及作成物を配布すること

で、経営改善普及事業の普及・浸透を図った。

・異業種交流、女性会活動の実施

女性経営者で組織する「大商女性会」では、２００人を

超える会員が一体となり、相互の研鑚、交流に資する

例会を毎月実施するほか、大阪府商工会議所女性会連

合会や近畿商工会議所女性会連合会の事業的中核を担

うなど、活発な活動を展開した。

各支部においては、地域内の異業種交流会および婦

人部・女性会が開催する勉強会、見学会、交流会など

の活動を支援した。

・ISO９００１認証取得支援事業の実施

ISO９００１は、企業の品質管理および品質保証体制に

ついての要求事項を規定した国際規格で、近年は製造

業だけでなく建設業、サービス業へ、大企業・中堅企

業から中小企業へと導入ニーズが高まっている。

本会議所は中小企業の経営体質強化をはかるため、

本年度よりISO９００１認証取得支援事業を実施した。複

数企業が集合研修と個別指導を行う「合同講座」は、

第１期（７月）と第２期（２月）を合わせて計８社が

受講した。１社ごとにコンサルティングを受ける「単

独講座」の６社を加え、本年度の受講企業は計１４社と

なった。うち７月にスタートした４社が３月末までに

認証を取得し、その他の企業は認証取得をめざして引

き続き受講中である。


